
幼
児
２
人
同
乗
用
自
転
車
を

貸
し
出
し
ま
す

春
の
火
災
予
防
運
動　
3
月
1
日
㈮
〜
3
月
7
日
㈭

「
忘
れ
て
な
い
？ 

サ
イ
フ
に
ス
マ
ホ
に 

火
の
確
認
」

知
多
都
市
計
画
の
縦
覧
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火
災
に
つ
い
て

平
成
30
年
の
知
多
中
部
管
内
（
半
田
市
、

阿
久
比
町
、
武
豊
町
、
東
浦
町
）
で
は
、

76
件
の
火
災
が
発
生
し
ま
し
た
。
火
災
に

よ
る
負
傷
者
は
7
名
、
死
者
は
3
名
で
す
。

　
平
成
30
年
出
火
原
因

◇
1
位　
た
き
火

◇
2
位　
火
入
れ
、放
火
及
び
放
火
の
疑
い

た
き
火
や
火
入
れ
が
原
因
で
発
生
し
た

火
災
の
多
く
は
、
風
の
影
響
で
大
き
く
燃

え
広
が
っ
た
り
、
周
囲
の
枯
れ
草
な
ど
に

火
の
粉
が
飛
ん
だ
り
し
た
こ
と
で
発
生
し

て
い
ま
す
。
空
気
が
乾
燥
し
て
風
が
強
い

と
き
は
、
屋
外
で
火
を
使
う
こ
と
を
や
め

ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
家
の
周
囲
を
明
る
く

し
、
不
要
な
可
燃
物
を
置
か
な
い
、
物
置

や
空
き
家
に
は
鍵
を
か
け
る
な
ど
、
放
火

さ
れ
な
い
環
境
を
作
り
ま
し
ょ
う
。

住
宅
用
火
災
警
報
器
に
つ
い
て

住
宅
火
災
に
お
け
る
死
者
の
多
く
は
、

就
寝
中
な
ど
で
火
災
に
気
づ
く
の
が
遅
れ

た
た
め
に
、
逃
げ
遅
れ
で
亡
く
な
ら
れ
て

い
ま
す
。
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
す

る
こ
と
で
火
災
の
発
生
に
早
く
気
付
き
、

逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま

だ
設
置
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、
家
族
の

命
や
財
産
を
守
る
た
め
、
早
急
に
設
置
し

ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
設
置
さ
れ
て
い
る
方

も
、
き
ち
ん
と
作
動
す
る
よ
う
に
定
期
的

に
作
動
確
認
を
し
ま
し
ょ
う
。

◇
設
置
場
所
は
、
「
寝
室
」
及
び
「
階
段

（
寝
室
が
2
階
に
あ
る
場
合
の
み
）
」

で
す
。
子
ど
も
部
屋
な
ど
家
族
が
就
寝

す
る
部
屋
の
す
べ
て
に
設
置
が
必
要
で

す
。
台
所
に
設
置
の
義
務
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
火
災
発
生
の
危
険
が
高
い
の
で

設
置
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

◇
定
期
的
に
ボ
タ
ン
を
押
す
、
ま
た
は
ひ

も
を
引
い
て
作
動
確
認
し
ま
す
。
音
が

鳴
ら
な
い
場
合
は
電
池
切
れ
か
機
器
本

体
の
故
障
で
す
。

◇
機
器
本
体
の
寿
命

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
本
体
は
10
年
を

目
安
に
交
換
を
お
勧
め
し
ま
す
。

住
宅
用
火
災
警
報
器
の

取
付
け
を
支
援
し
ま
す

住
宅
用
火
災
警
報
器
を
購
入
し
て
い
る

が
取
付
け
て
い
な
い
方
で
、
次
の
条
件
に

す
べ
て
該
当
す
る
世
帯
に
は
、
消
防
職
員

を
派
遣
し
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
取
付

け
を
行
い
ま
す
。

①
購
入
し
た
も
の
の
、
個
人
で
取
付
け
る

こ
と
が
で
き
な
い
方

②
親
戚
や
近
隣
者
等
に
よ
る
取
付
け
の
協

力
が
得
ら
れ
な
い
方

③
半
田
市
、
阿
久
比
町
、
武
豊
町
、
東
浦

町
に
お
住
ま
い
の
方

④
平
日
9
時
〜
16
時
に
取
付
け
可
能
な
方

※
取
付
け
料
金
は
無
料
で
す
。

※
電
池
式
の
住
宅
用
火
災
警
報
器
に
限
り

ま
す
。

問
合
わ
せ

　
知
多
中
部
広
域
事
務
組
合
消
防
本
部　

　
予
防
課　

㉑
1
4
9
1

子
育
て
家
庭
を
支
援
す
る
た
め
、
幼
児

2
人
が
同
乗
で
き
る
自
転
車
を
貸
し
出
し

ま
す
。

対
象
者
（
次
の
両
要
件
を
満
た
す
方
）

◇
満
1
歳
以
上
6
歳
未
満
の
子
ど
も
を
2

人
以
上
養
育
す
る
16
歳
以
上
の
方

◇
自
転
車
の
保
管
場
所
を
確
保
で
き
、
安

全
か
つ
適
正
に
管
理
で
き
る
方

貸
出
自
転
車
・
料
金

　
6
歳
未
満
の
子
ど
も
が
2
人
同
乗
で
き

る
自
転
車

◇
ノ
ー
マ
ル
タ
イ
プ　
5
台

　
4
月
〜
9
月　
　
5
1
0
円
／
月

　
10
月
〜
（
予
定
）
5
2
0
円
／
月

◇
電
動
ア
シ
ス
ト
付　
19
台

　
4
月
〜
9
月　
　
1
，0
2
0
円
／
月

　
10
月
〜
（
予
定
）
1
，0
4
0
円
／
月

※
貸
出
承
認
時
に
一
括
で
納
入
し
て
い
た

だ
き
ま
す
。

貸
出
期
間

　
4
月
1
日
〜
平
成
32
（
2
0
2
0
）
年

3
月
31
日

※
貸
出
料
金
は
月
単
位
と
し
、
日
割
り
計

算
は
行
い
ま
せ
ん
。

※
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
が
必
要
な
た
め
、
3
月

31
日
以
前
に
返
却
を
お
願
い
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

※
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
や
、

市
外
へ
転
出
し
た
場
合
は
、
そ
の
時
点

で
返
却
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

申
込
み
・
問
合
わ
せ

　
3
月
1
日
㈮
〜
3
月
15
日
㈮
に
、
子
育

て
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

　

㉒
4
1
8
8

知
多
都
市
計
画
の
変
更
に
よ
り
、
縦
覧

図
書
が
変
更
さ
れ
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

変
更
内
容
　
知
多
都
市
計
画
生
産
緑
地
地

区
の
一
部
区
域
の
除
外

縦
覧
場
所
・
問
合
わ
せ

　
都
市
計
画
課　

84
０
６
６
４

毎
年
、火
災
が
発
生
し
や
す
い
こ
の
時
期
に
火
災
予
防
運
動
を
実
施
し
て
い
ま
す
。


